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１．はじめに 

 

 省エネルギー（省エネ）は、再生可能エネルギーの議論とともに我が国においては、重

要な課題となっている。家庭部門のエネルギー消費量が増加している今日、省エネ対策と

して期待できるのが、住宅の省エネ化であるが、その対策は後れを取っている。スマート

ハウスなどの省エネ住宅を表す用語は、新築のエネルギー消費の見える化のシステム Home 

Energy Management System（HEMS）を導入した住宅のみの議論でしかなく、現状の大

半を占める既存住宅の省エネ化についての抜本的対策の議論には至っていない。 

 既存住宅の省エネ化は、断熱性能を向上させることや省エネ対策の設備機器を導入する

ことにより実現可能となるが、個人の資産であることから法的規制や罰金などで誘導する

方法はなじまない。住宅エコポイントを皮切りに補助金での誘導策がとられたが、省エネ

改修費用に比較して補助金が少額などの理由により、その効果は限定的なものにとどまっ

ている。 

 一方、欧米では住宅の契約時における当該住宅のエネルギー消費量や環境対策の程度を

示す証明書が一般化されてきており、特にヨーロッパでは、ヨーロッパ連合（EU)が指導し

て証明書の発行を義務化している。さらに、イギリスでは行動経済学の研究成果もエネル

ギー証明書の表示の方法に反映させるなど、エネルギー証明書の表示の在り方に対する工

夫も進化している。これらの効果は、徐々に出ており Fuerst et a.（2013）や Walls et al.

（2013）では、エネルギー効率の良い家の資産価値が市場で評価されていることが報告さ

れている。 

 本研究では、エネルギー証明書の役割と効果について調査分析をおこなう。EU の各国で

実施されているエネルギー証明書の効果やアメリカの Opower 社の例を整理すると共に、

我が国における一次エネルギー消費量の表示の現状を概観した上で、住宅のエネルギー関

係の表示の効果について、住宅エコポイント利用者を対象にインターネットアンケートの

結果を用いて確認する。 

本研究は、我が国の一次エネルギー消費量の表示が、どのように消費者の環境行動に変

化をもたらすか、その効果について考察する初めての研究である。 

本研究の目的は、住宅のエネルギー消費量の表示が、どのような効果があるかを把握し

明確にすることで、今後の既存住宅の省エネ誘導施策に関する議論に資することである。

そのために、住宅の消費エネルギーの表示がどのような効果を生むかを、諸外国の事例を

概観し論じ、調査や分析に基づき、その効果について明らかするものである。 

調査分析の結果、住宅エコポイントの様に補助金申請のために、意識的にエネルギーに

関する情報を収集した場合、省エネに関する意識も高まっていることが確認された。住宅

エコポイントの取得前後で、環境に対する意識の変化や断熱性能への理解が深まったとの

評価があることが確認できた。特に、新築よりリフォームでの評価が高く、この理由とし
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ては、同じ住宅での省エネ改修のため比較が容易である点、改善が実感しやすい点が挙げ

られる。 

単に、一次エネルギー消費量を表示する限りでは効果は大きくなく、表示と共に何らか

の工夫が必要である。我が国における一次エネルギー消費量の表示は、これから実績を重

ねていくが、EU などの事例に倣い、できれば売買や賃貸契約時に常に開示されることが望

ましい。さらに、エネルギー消費量だけでなく消費者に具体的にエネルギー使用の状況を

投げかける工夫が求められるところである。欧米では、消費者に住宅のエネルギー使用状

況の情報をわかりやすく開示することで、資産価値の向上や環境行動の誘導に成功してい

る。我が国においても、このような議論が進行し、住宅のエネルギー使用状況の情報開示

が工夫されることで、省エネ住宅の普及の一役となることが期待できる。 

 本論の構成は、第 2 章で先行している住宅のエネルギー証明書の概要と先行研究を整理

し、第 3 章ではエネルギー証明施策の効果について調査結果をまとめた。第 4 章では、我

が国における住宅の一次エネルギー表示について、制度の概観や期待できる効果について

整理した。第 5 章では、不動産の一次エネルギー消費量の表示が始まった場合、消費者の

意識等に変化があると仮定し、アンケート調査をおこない分析した。現実には一次エネル

ギー消費量が未開示であることから、近似の例として、住宅エコポイントの利用者を対象

に実施した。第 6 章は、まとめとして本研究を整理した。 
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２．エネルギー消費量表示の先行事例と先行研究 

 

 各住戸におけるエネルギー消費量を調査し証明するものとしてエネルギー証明書があり、

諸外国において、いくつかの制度が存在する。これらの制度の主だったものを列挙し、整

理する。また、エネルギー消費量の表示に関する先行研究や消費量表示が消費者の環境行

動に与える影響などに関する先行研究についても整理する。 

 

２－１．エネルギー消費量の表示 

 エネルギー証明書の中でも我が国で最も一般的に紹介されているのは、ドイツのエネル

ギー証明書である。このドイツのエネルギー証明書（参考Ⅰ参照）は、EU 指令に基づくも

のである。この EU 指令に基づき EU 加盟国は、それぞれエネルギー証明書の制度設計を

している。そこで、まず EU 加盟国のエネルギー証明書制度とドイツのエネルギー証明書

制度の概観をおこなう。 

 次に、アメリカのエネルギー性能評価ラベル制度やグリーンビルディング評価ツール

Leadership in Energy & Environmental Design （LEED）についても概観する。 

（１） EU のエネルギー証明書 

 EU による環境対策は、EU 加盟国に規制力のある指令として発令される。エネルギー証

明書に関する指令は、Energy Performance of Buildings Directive （EPBD）で、2002 年に

初めて発令（EPBD2002）されている。その後、何度かの改訂を経て、エネルギー証明書

のルールが厳格化してきた。最新の EPBD は、2010 年に発令された EPBD2010 である。 

 EPBD は、加盟国への指示の意味を持ち、各国は EPBD に対応した国内法を設定する必

要がある。ドイツで、その役割を果たしたのは「建物の省エネルギー化に関する令（EnEV1）」

である。2001 年に制定された EnEV2001 も何度か改正を繰り返し、最新の EnEV は、2009

年に発令された EnEV2009 である。 

 EnEV2009 では、ドイツでは不動産の売買もしくは賃貸契約時に、売主もしくは不動産

の所有者がエネルギー証明書を取得する義務があること、取得されたエネルギー証明書は、

買主もしくは借主に提示されること、公的な建物にはエネルギー証明書を見やすい場所に

掲示しなければならないことなどが定められている。 

しかしながら、ドイツのエネルギー証明書の運用に関して実態調査をおこなった藤澤

（2011）にあるように、比較的環境先進国といわれているドイツでも、エネルギー証明書

に関する理解は十分でなく、エネルギー証明書に記載される消費エネルギーを表す方法で

は、当初 ABC 型の表示2を想定していたが、建築業者などからの要望により導入時には、

                                                   
1 EnEV とは、ドイツ語の Energieeinsparverordnung の略で、ドイツの省エネ法により成

立した省エネルギー指令である。 
2 ABC 型とは、建物のエネルギー消費量に応じて段階的に分けて階段状に表現したもので

ある。エネルギー消費量が少ないほど階段の上階に位置するため、消費者に明確なエネル

ギー消費量の認識が形成されると評価されている。 
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横長スケール（タコメータ3）（図表１）に変更になった経緯もある。必ずしも EU の目指し

ているレベルには達しておらず、合意の難しさが示唆されている。 

なお、EnEV は 2014 年に改正されることが決定しており、最新の EnEV2014 では、エ

ネルギー証明書の工夫がなされ、タコメータながらエネルギー消費量により等級表示され

ることが決定している。 

 

図表１：エネルギー証明書の消費量表示例 

 

 ABC 型（イギリス）     タコメータ（ドイツ） 

出所：イギリス「Energy Performance Certificate」を加工、ドイツ「ENERGIEAUSEIS」

を加工 

 

 

（２） アメリカのエネルギー消費量の表示制度 

 アメリカでは、連邦政府が EU と同様の役割を果たし、省エネ基準を策定している。各

州は、連邦政府の省エネ基準に従い制度設計をおこない運用している。 

エネルギー消費量の表示の部分では、EU のような共通のルールはなく、3 つのプログラ

ムで運用されている。①新築住宅を対象とする Energy Star Certified New Home Program、

②既存住宅を対象とする Home Energy Score Program、③LEED for Homes である。 

Energy Star Certified New Home Program は、消費者が新築住宅を購入する場合に住宅

のエネルギー消費量を簡単に比較できるように、エネルギースターという表示システムを

規定した制度である。アメリカ環境保護庁（US Environmental Protection Agency(EPA)）

によるエネルギー効率ガイドラインを参考に、非営利団体である The Residential Energy 

Services Network（RESNET）4が、断熱、冷暖房、水管理、照明・電気機器に対して調査

し、エネルギースター適合住宅か否か審査する。RESNET が、エネルギースター適合住宅

                                                   
3 タコメータとは、エネルギー使用量を横に表現したもので、ABC 対応に比べてあいまい

な表現となっている。しかしながら、右から左にかけてエネルギー使用量が減少すること

が分かっており、一定の認識を消費者に与える役割を果たしている。 
4 http://www.resnet.us/（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 
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と認定すると、エネルギースター証明書5（図表 2）（参考Ⅱ参照）を発行する。 

エネルギースター証明書の中にある住宅エネルギー評価システム（Home Energy Rating 

System(HERS)）6インデックスは、住宅のエネルギーパフォーマンスを評価する方法とし

て開発された評価方法である。この方法によれば、標準的な新築住宅のエネルギー消費量

を基準値 100 とした時、当該住宅のエネルギー消費量をインデックス化して簡単に比較で

きるものである。なお、標準的な既存住宅のエネルギー消費量は 130 で、ゼロ・エネルギ

ー住宅は 0 となる。仮に、HERS インデックススコアが 70 の住宅の場合、標準的な新築住

宅よりも 30％省エネ住宅であると表現することができる。 

 

図表２：アメリカのエネルギー証明書（エネルギースター） 

   

エネルギースター証明書     エネルギースター証明書の中のインデックス 

出所：https://www.energystar.gov/index.cfm?c=bldrs_lenders_raters.nh_v3_guidelines  

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 

 

 

Home Energy Score Program は、既存住宅のエネルギー消費量を把握し他の住宅と比較

することを可能にする Home Energy Score（ホームエネルギースコアー）の発行、ならび

に省エネ改修のアドバイスをする制度である。この制度は、費用効果的な省エネ改修判断

を提供するものとして、EPA やエネルギー庁（Department of Energy（DOE））から支援

されている。 

図表 3 のホームエネルギースコアー表示は、住宅のエネルギーパフォーマンスを 10 段階

                                                   

5 https://www.energystar.gov/index.cfm?c=bldrs_lenders_raters.nh_v3_guidelines  

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 
6 http://www.energy.ca.gov/HERS/ 
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で示している。図の中に、現状の住宅のエネルギー消費量の等級が 6 であるとしめされて

おり、省エネ改修すると等級 8 となり、10 年間で＄520 のコストを削減できることが記さ

れている。省エネ改修が、どの程度光熱費削減をもたらすのかをわかりやすく表示してお

り、消費者の環境行動を促す工夫がなされている。 

 

図表３：ホームエネルギースコアー 

 

出所：http://energy.gov/eere/buildings/home-energy-score 

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 

 

 

LEED for Homes は、グリーンビルディング評価ツール LEED の中に住宅のみを対象と

した評価システムである。LEED は、アメリカの NPO である U.S. Green Building Council

（USGBC）が中心となり開発した民間自主的な建物評価プログラムでありビルの設計やデ

ザイン、建築活動、地域に対する評価を行っており住宅はその分類の 1 つである。評価は、

ポイントにより銀・金・プラチナとレベルが設定されている。 

LEED においては、プラチナ評価が最も高い。この情報は、不動産市場でも開示されて

おり、該当不動産の差別化の情報として評価されている。他方、不動産流通化に伴う不動

産投資物件の投資家への情報としても活用されている。 

 

２－２．先行研究 

 エネルギー証明書に関する研究は、エネルギー証明書の根拠法となる EPBD を紹介した

萩原（2010）やドイツにおけるエネルギー証明書の根拠法となる EnEV を紹介した山口

（2009a）（2009b）がある。建築工学的な視点でドイツにおける指示書 Hegnor /クーラー

訳（2009）やエネルギー証明書について詳しく述べた Federal Ministry of Transport, 
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Building and Urban Development(2010) がある。また、エネルギー証明書と金融融資関

連を整理した Hofmann(2013)がある。現地調査を含め詳細にドイツのエネルギー証明書の

内容確認した藤澤（2011）がある。 

 エネルギー証明書がもたらす効果については、不動産価格を分析したイギリスの Fuerst 

et a.（2013）がある。同様にイギリスの 2013 年からスタートしたナッジ・プログラムをレ

ポートした野田（2013）、ナッジ・プログラムの効果を計測したイギリス内閣府の

Behavioural Insights Team(BIT)（通称、ナッジ・ユニット）がまとめた Cabinet office &BIT

（2011）がある。アメリカのエネルギー表示効果と住宅価格の関係を研究した Walls et al.

（2013）、そのエネルギー消費量表示の政策と効果に関する研究 Gillingham et al.（2009）

がある。資産効果ばかりでなく、エネルギー使用状況の表示と消費者の環境行動の変化に

ついて研究した Allcott& Rogers（2011）がある。さらに、実務レベルで、アメリカの LEED 

の表示がもたらす不動産の入居率を分析した CB RICARD ELLIS（2011）がある。 

 本研究は、主だった諸外国の制度の整理とエネルギー消費量表示がもたらす効果につい

て分析する。まず、エネルギー証明書等の住宅のエネルギー消費量を表示する制度を概観

し、その制度がもたらすであろう、もしくは既にもたらした効果について整理する。その

上で、2013 年の省エネ基準改正により我が国において導入された一次エネルギー消費量の

表示制度についてまとめる。次に、一次エネルギー消費量の表示がもたらす効果について、

明らかにする。そのために、住宅エコポイントの利用者を対象にアンケート調査をおこな

う。これは、一次エネルギー消費量の表示制度が正式にスタートしていない現状では、そ

の効果を現在確認できないことが理由であり、住宅エコポイントは、その利用にあたり断

熱性能を確認しなければならないことから、近似の例として考え同等の効果があると仮定

するものである。 

本研究は、我が国の一次エネルギー消費量の表示が、どのように消費者の環境行動に変

化をもたらすか、一次エネルギー消費量の表示の効果を考察する初めての研究である。 

本研究の目的は、住宅の消費エネルギーの表示にどのような効果があるかを把握するこ

とで、今後の既存住宅の省エネ誘導施策に関する議論に資することである。そのために、

住宅の消費エネルギーの表示がどのような効果を生むかを、諸外国の事例を概観し論じ、

アンケート調査や分析に基づき、その効果について明らかするものである。 
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３．エネルギー証明の効果 

 

ここでは、ドイツとイギリスのエネルギー証明書、Opower 社のレポートの効果について

現地調査ならびに文献・Web 調査した結果を用いて考察する。 

 

３－１．ドイツでの効果 

ドイツのエネルギー証明書の取得は、法に基づいて厳守されているものの省エネ改修の

実施までには至っていないことが、既に藤澤（2011）により指摘されている。ヒアリング

調査で省エネ改修がなされない理由についても明らかになっており、具体的には、告知が

十分にされていない、よって住宅所有者に理解されていない点が主である。 

一方で、省エネ改修に対する理解が広がれば、エネルギー証明書の改修アドバイスをき

っかけに、省エネ改修が実行される可能性は指摘されている。その根拠として、エネルギ

ー性能向上のための補助金政策を、ドイツの国営の金融機関である復興金融公庫

Kreditanstalt fur Wiederaufbau（KfW）7の金利優遇や補助金などの経済的インセンティ

ブが大ききことを挙げている。 

そこで、KfW が住宅の省エネ改修費に対しておこなっている施策、住宅保有制度につい

て整理する。実際の運用は、図表 4 のように民間の金融会社に消費者がローンの申請をお

こない、民間の金融会社が物件査定をして運用されているものである。 

 

 

図表４：KfW の住宅保有制度の流れ 

 

 

 

                                                   
7 ドイツフランクフルトに本部のある国営金融機関で、連邦政府から 80％州政府から 20％

の出資によっている。第 2 時世界大戦後の 1948 年の設立で、東西ドイツ統合後には主に旧

東ドイツ地域の産業経済復興のために出融資をおこなった。その後は、開発途上国援助と

海外投資を重視した融資をおこなっている。（http://en.wikipedia.org/wiki/KfW（アクセス

年月日：2013 年 12 月 20 日）より作成） 

or 補助金額の決定助成金額の決定

Kfwの融資額決定

優遇金利の決定

民間金融機関へのローンの申し込み

民間ローン額決定

民間金融機関による物件等の融資審査

http://en.wikipedia.org/wiki/KfW
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この制度には、新築向けと既存住宅向けの 2 タイプがある。新築住宅よりも既存住宅に

手厚い仕組みとなっており、融資額も既存住宅の方が高く、金利も既存住宅の方が低い優

遇金利となっている。特に注目するのは、新築向けには助成金のみしか支給されないが、

既存住宅では断熱改修診断のコンサルと費用に対する補助金がある点である。これは、住

宅市場の大半を占める既存住宅の省エネ改修を重点促進することで、省エネ住宅の普及の

加速を狙っているためである。 

既存の省エネ住宅には、融資額が大きく、かつ低金利優遇があり、さらに省エネの程度

に応じたレートで補助額か助成金が選択できる。例えば、融資額は、通常の住宅が 1 住戸

当たり 50,000 ユーロなのに対して、省エネ基準をクリアーしている住宅には 75,000 ユー

ロの融資がおこなわれる。 

ここでの省エネ基準は、図表 5 のように KfW が規定した省エネ基準を指し、KfW 住宅省

エネ基準 40 は、標準エネルギー消費量の 40％しか消費しない住宅のことを指す。KfW の

基準では、KfW 住宅省エネ基準 40 が最も省エネ住宅である。この省エネの基準に応じて融

資の額や金利が有利になる。 

 

図表５：KfW 住宅省エネ基準と金融制度 

  

出所：Hofmann（2013）を参考に加工 

 

 

ドイツは、エネルギー証明書を支える KfW の住宅保有制度を利用した経済的インセンテ

ィブが充実しており、今後住宅所有者の理解が得られれば、既存住宅の省エネ改修は進む

と見込まれる。市場の大半が既存住宅であることから、その効果も期待できる。 

 他方、これだけの経済インセンティブ制度がありながら、省エネ改修が進んでいない問

題点も指摘されている。EnEV2014 では、改修アドバイスを工夫して、推奨される改修方

法が個別対策になるのか、総合的な対策を講じた方がよいのかがわかるように変更してい

る。さらに、投資回収期間、エネルギー消費量の削減分 1kWh 当たりのコストについての

情報を任意であるが添付することができるとしている。また、不動産広告にもエネルギー

証明書の開示が義務付けられることとなっていることから、その効果は徐々に顕在化する

省エネ

効果 新築 既存 新築 既存 新築 既存

高い KfW住宅省エネ基準40 40% 55% 1.41% 1.00% 10.0% 17.5%
KfW住宅省エネ基準55 55% 70% 1.41% 1.00% 5.0% 17.5%
KfW住宅省エネ基準70 70% 85% 1.41% 1.00% - 12.5%
KfW住宅省エネ基準85 85% 100% - 1.00% - 7.5%
KfW住宅省エネ基準100 100% 115% - 1.00% - 5.0%
KfW住宅省エネ基準115 115% 130% - 1.00% - 2.5%
KfW住宅省エネ過去基準 160% - - 1.00% - 2.5%

低い KfW住宅省エネ基準以外 - - 50,000 - - - -

※エネルギー消費量と熱損失については、EnEV2009に対しての比率

50,000
75,000

融資額
（€）

金利
（％）

補助金
（対融資額比率）

年間
エネルギー
消費量（QP）

熱損失
（HT’）

省エネ基準
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ものと思われる。 

 

３－２．イギリスでの効果 

 イギリスでも、エネルギー証明書8（参考Ⅲ参照）は住宅の売買や契約時に取得が必要な

書類である。イギリスの場合、Home Information Packs（HIP）の制度9により、住宅の売

り出しに必要な情報を事前に用意しなければならないルールであった。エネルギー証明書

は、その一部としての取得義務を負っていた。 

 2010 年 5 月にこの HIP 制度が変更となり、HIP を住宅売出の前に取得する必要がなく

なったが、エネルギー証明書の部分だけは変更なく事前に取得することが義務付けられて

いる。なお、取得されたエネルギー証明書は、不動産広告に開示されている。 

 Fuerst et al.(2013)は、このエネルギー証明書が、どの程度不動産の価格に影響があった

かをヘドニックプライスモデルを利用して分析している。その結果、エネルギー性能評価

が高い住宅は、そうでない住宅に比較して、市場において高い価格で取引されていること

が統計的に有意に立証されている。 

さらに、イギリスの新しい試みとして内閣府直轄のナッジ・ユニット10による、エネルギ

ー証明書のフォーマット変更がある。図表 6 のように ABC 型の一次エネルギー消費量の表

示に使用されていた紙面を、どの様に光熱費が安くなるかを具体的に示したもので、省エ

ネ行動を誘導しているものである。 

 具体的な光熱費を表示した効果は、まだ変更になったばかりで計測されていない。しか

しながら、ナッジ・ユニットによる行動経済学の成果に基づく表示変更であることから、

一定の効果が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 http://www.energysavingtrust.org.uk/Insulation/Energy-performance-certificates 

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 
9 住宅市場の情報の非対称性を解消することを目的に導入された。売出前に売主が、住宅の

状況に関する調査をおこない書類を作成するものである。売主は売れるかどうかわからな

い時点で費用負担が発生する等の問題があり、2010 年に廃止となっている。 
10 ナッジとは、肘で突く、（人の）注意を引くという意味で、ある投げかけが人々の行動の

変容を導くことから、行動変容政策として注目されているものである。ナッジを省エネ行

動に結びつける試みは、Kahneman をはじめとした心理学や行動経済学の研究者によって

取り組まれてきた。ナッジ・ユニットは、2010 年キャメロン首相就任直後に内閣直轄のプ

ロジェクトとして発足し、様々なメッセージの発信ならびに社会実験をおこなっており、

その範疇は、不動産に限定したものではない。 
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図表６：イギリスのエネルギー証明書の改良前後 

 

 

出所：Cabinet office & BIT (2011)より加工 

＜改良前＞ 

ABC 型によるエネルギー

消費量と光熱費表示 

＜改良後＞ 

光熱費を具体的に表示し、省

エネ住宅に暮らすメリット

を分かりやすく伝授する 
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３－３．Opower社のレポート効果 

 Opower 社は、エネルギー会社と契約しエネルギー会社の消費者に Home Energy Report

（レポート）を届けるサービス11を提供している。例えば、Opower 社と契約したカルフォ

ルニア州パサデナ市のエネルギー会社12では、試験的にエネルギー消費を削減する世帯を

25,000 世帯ランダムに選択し、隔月ごとにレポート（参考Ⅳ参照）を送信している。 

レポートと同時に HP において、Program Web を展開している。そこでは、各自がログ

インして自分の省エネ計画が策定でき、どのようにすればエネルギーを減少させることが

できるか詳細に例示しており、その内容から省エネ行動を学ぶことができる。この Web の

中で、レポートの読み方も記されている。 

レポートの中にある図表 7 の比較の部分が、最も重要なポイントである。図表 7 は、自

分と周辺地域との比較の横棒グラフである。青の部分が自分のエネルギー消費量であり、

緑は周辺地域の省エネルギー世帯上位 20％の平均エネルギー消費量で、灰色は、周辺地域

の単純平均エネルギー消費量である。 

 当該世帯が、省エネが達成されている世帯なら、比較の棒グラフが一番上に表示され、

GREAT の文字と共にニコマークが 2 つ表示される（図表 7①）。上位 20％の平均より多い

エネルギーを消費するが、地域全体よりは省エネである場合は、GOOD となり、ニコマー

クは 1 つ表示される（図表 7②）。地域全体の平均と比較してもエネルギーを消費する量が

多い世帯には、消費量が多いことが示され、エアコンを使用する時にファンを使用する工

夫をすることなど具体的な省エネ行動のアドバイスが記述される（図表 7③）。 

 

 

 

図表７：Opower 社のエネルギー指標比較 

① 地域で上位 20％の省エネを実現している世帯用 

 

 

 

 

 
                                                   
11 http://opower.com/company/news-press/press_releases/48 

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 
12 http://cityofpasadena.net/waterandpower/Solar/ 

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 

http://opower.com/company/news-press/press_releases/48
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② 地域の平均よりも省エネを実現している世帯用 

 
③ 地域の平均よりもエネルギーを消費している世帯用 

 

出所：http://cityofpasadena.net/waterandpower/myenergy/ 

（アクセス年月日：2013 年 12 月 20 日） 

 

 

 Allcott& Rogers（2011）では、Opower 社のエネルギー使用の状況表示に対して、消費

者は、同じ地域の家庭のエネルギー消費量と自身のエネルギー消費量とを相対的に判断す

る。もしくは、同じ規模の住宅のエネルギー消費量と自分の所有する住宅のエネルギー消

費量とを相対的に判断する。その上で、相対的に消費量が多い場合は省エネ行動を実施し、

相対的に消費量が少ない場合は自身の行動を納得する作用があることが報告されている。 

 Opower 社のようなエネルギー使用状況の表示は、わかりやすく消費者を納得させる効果

がある。かつ、地域での比較対象を可能にすることで、消費者の環境行動をうまく誘導し

ている好例と言える。 
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４．我が国の一次エネルギー表示 

 

我が国では、EU にみられるようなエネルギー証明書制度はないが、2013 年（平成 25 年）

の省エネ基準改正に伴い、不動産の一次エネルギー消費量を開示することが、任意ではあ

るが制度として定められた。この制度に関して、概観し期待できる効果を整理する。 

 

４－１．平成 25年基準 

平成 25 年基準とも呼ばれるこの基準は、従来の省エネ基準の新基準としての位置づけで

ある。エネルギー消費の合理化に関する法律（省エネ法）において、図表 8 の様に省エネ

基準を改定させてきたが、平成 25 年基準は平成 11 年基準を普及徹底しつつ外皮基準を導

入し、かつ一次エネルギー13消費量の算出を求めた点に特徴がある。 

  

図表８：省エネ基準の改定 

年 名称 改正等の特徴 基準の内容 

1980 昭和55年基準 初めての基準 ・躯体の断熱性能基準 
・日射遮蔽性能基準 

1992 平成 4 年基準 基準の強化 ・躯体の断熱性能強化 
・寒冷地での気密住宅の適用 

1990 平成 11年基準 基準の強化 
暖冷房負荷基準導入 

・暖冷房負荷基準の導入 
・躯体遮断性能の大幅強化 
・全地域で気密住宅を前提 
・計画換気・暖房設備等の規定 
・多用な手法の公平評価・気候特性の配慮 

2013 平成25年基準 外皮基準導入 
一次エネルギー消費
量基準 

・平成 11 年年基準の普及徹底 
・暖冷房・換気・給湯・照明・家電等によ
る住宅全体のエネルギー消費量を対象 

・外皮性能に設備の性能・効率を考慮して
一次エネルギー消費量を算定 

・太陽光発電等の効果も評価 

出所：澤地（2014）を参考に加工 

 

 

 住宅全体の一次エネルギー消費量の算定方法は、暖房・冷房・換気・給湯・照明の用途

ごとに①負荷の算定、②エネルギー消費量の算定、また③電力に関しては一次エネルギー

換算係数を乗じて、算出されている。 

 各用途の負荷の算定は、さらに共通条件、建物条件、設備仕様を考慮し算定する。共通

条件は、気候条件（8 地域区分）と生活スケジュール、各用途における実現水準を考慮して

いる。建物条件は、住宅規模・プラン、外皮性能（熱損失両・日射熱取得量）、規模に応じ

                                                   
13 一次エネルギーとは、大辞泉によれば「自然から採取されたままの物質を源としたエネ

ルギー」のことであり、具体的には石炭・石油・天然ガスなどのエネルギーを指す。一方、

電気などは、一次エネルギーを加工した二次エネルギーである。 
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た居住人数などを配慮している。設備仕様は、設備システム・機器の種類、効率等エネル

ギー消費特性を考慮している。その上で、必要があれば設備の特徴に応じた負荷補正をお

こなう。 

エネルギー消費量の算定は、設備ごとのエネルギー消費算出式に、住宅規模に応じた家

電等のエネルギー消費量の算定結果を導入して暖房、冷房、換気、給湯、照明、家電等の

それぞれのエネルギー消費量を算定する。 

電力に関しては一次エネルギー換算係数を乗じる。また、太陽光発電、コージェネレー

ションのエネルギー利用効率化量を算定して考慮する。 

平成 25 年基準の設定に伴い、住宅性能評価書では、図表 9 のように等級の扱いが変化す

る。断熱性能が強化されているわけではないので、等級４の平成 11 年基準が平成 25 年基

準に入れ替わったのみである。 

 

図表９：性能評価書と省エネ基準の関係 

性能評価等級 省エネ基準  性能評価等級 省エネ基準 

等級 4 平成 11 年基準  等級 4 平成 25 年基準 

等級 3 平成 4 年基準 変更後 ⇒ 等級 3 平成 4 年基準 

等級 2 昭和 55 年基準  等級 2 昭和 55 年基準 

等級 1 上記以下  等級 1 上記以下 

 

 

 我が国の場合、一次エネルギーの表示制度が厳格な規定を持たないため、浸透するには

時間がかかると推測される。正式な開始時期は、2014 年 4 月からで、断定的な開始として、

2013 年 10 月から使用期間がスタートしているが、2014 年 2 月現在、Web や不動産広告雑

誌で表示されている例は確認できなかった。本格稼働する 4 月以降の浸透が課題である。 

 一次エネルギー消費量の表示にあたり、建築研究所（2013）による一次エネルギー表示

フォーマットが提示されている（参考Ⅴ参照）。図表 10 は、一次エネルギー計算後に出力

される日本版エネルギー証明書である。この証明書を採用するか否かも任意であるが、何

よりも消費者にとってわかりやすい表示になっているかが問題である。 

 一次エネルギー消費量にはタコメータが採用されているが、同時に環境配慮に対する星

マークも採用されている。タコメータでは、上下段にわかれ、上段では当該住宅の一次エ

ネルギー消費量が表示され、下段では低炭素基準と平成 25年基準の数値が表示されている。

当該住宅が、省エネ住宅か否かがわかりやすく理解できる。 

建築研究所による一次エネルギー表示フォーマットの星マークは、星 3 つが低炭素基準

をクリアーしているということを表している。星が多いほど環境に優しいという意味であ

る。星マークは、先行して浸透している家電の省エネ表示とも連動しており、わかりやす

さを追求した結果のタコメータとの二重表示となっている。 
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図表 10：一次エネルギー消費量の結果表示 

 

図表 11：一次エネルギー消費量タコメータ 

 

出所：建築研究所（2013） 
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４－２．期待できる効果 

我が国においては、一次エネルギー消費量の表示以外でもエネルギーに関する評価や表

示制度が複数存在する。例えば、住宅性能評価書、CASBEE や LEED などである。これら

すべての制度が併存した状態で、一次エネルギー消費量の表示制度が追加されており、何

を基準にするべきかが、あいまいな状態であると共に、何よりも EU のような不動産の売

買もしくは賃貸契約時に必ず表示するものではない任意制度であることが問題である。こ

れでは、強制力に欠ける状態である。 

 一次エネルギー消費量が表示されることの狙いは、消費者が住宅のエネルギーに関して

比較購買ができることにある。反面、一次エネルギー消費量の表示では、光熱費用を関連

して考えることができない点は課題である。イギリスでは、ABC 型に加えて、具体的な光

熱費の表示も併記をする工夫を既にしている。 

 我が国の一次エネルギー消費量の表示の一番の問題点は、わかりにくい点である。ABC

型であれば瞬時にエネルギー消費量の段階が理解できるが、数字が表示されるだけの一次

エネルギー消費量の表示では、その数値が省エネ住宅なのか過剰にエネルギーを使用する

住宅なのか判断がつかない。加えて、一次エネルギーでの表示の為、光熱費に換算する手

間も必要であり、一段とわかりにくい。 

 エネルギーの使用量は、わかりやすく表示されることが重要であり、かつ相対的に判断

できることが望ましい。Allcott& Rogers（2011）でも指摘されているが、Opower 社のエ

ネルギーの表示に対して、消費者は、同じ地域の家庭のエネルギー消費量と自身のエネル

ギー消費量とを相対的に判断し、エネルギー消費量が多い場合は、省エネ行動を起こして

いる。 

 よって、住宅エネルギーの表示方法は、一次エネルギーの使用量ではなく、ABC 型のよ

うな段階表示が望ましいと言える。少なくとも、図表 11 にあるように、建築研究所が工夫

してタコメータとなっている状態での表示が望ましい。単に開示するだけでなく、建築研

究所の試作のような開示方法を必修にして義務づけることが重要である。 

 一次エネルギーが、図表 11 のような建築研究所の試作で表示され始めれば、消費者が住

宅を比較購入することもできるが、現行の法律においては表示は任意である。任意の制度

であれば、コストをかけて表示するインセンティブは企業や売り手にはなく、消費者は表

示されていなければ確認する術がない。Fuerst et al.（2013）にあるように、エネルギー消

費量の表示が住宅の選択行動に影響を与えたか否かを検証することができない。このよう

に、エネルギー消費量の表示が省エネ行動を誘導して省エネ住宅の資産価値を上げる効果

が報告されていることを鑑みると、我が国においても、わかりやすい形式で一次エネルギ

ー消費量の表示を義務付けることは、大きな効果を期待でき、その実施が望まれる。 
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５．我が国のエネルギー表示の効果測定 

 

現状、一次エネルギー消費量の表示が進んでいない限り、エネルギー表示の効果計測す

ることは困難である。そこで、一次エネルギー消費量の表示とは異なる方法で、消費者に

住宅のエネルギー消費量に対して考える機会を与えた場合、消費者がどう変化するかを調

査する。具体的には、住宅エコポイントのように、補助金申請時に住宅の消費エネルギー

を考える機会を与えられた後に、どのように消費者の意識が変化したかを調査し効果を明

らかにすることとする。 

 

５－１．住宅エコポイントとは 

住宅エコポイント制度は、省エネ基準の要件を備えた新築住宅工事（新築）と窓や躯体

の断熱工事など既存住宅改修工事（リフォーム）に対してポイントを付与して経済的助成

をおこなうものである。1 ポイントは、1 円に換算され上限 30 万円のポイントを条件に応

じて付与される。ポイントは、申請することにより①即時交換（即時交換では追加工事な

どに利用可能14）、②商品交換（各種の商品券）、③環境寄付（指定された団体に寄付）する

ことができる。その後、東日本大震災以降の制度変更で④復興支援のために交換（復興該

当市町村へ寄付）が加わっている。 

住宅エコポイントの予算は、補正予算等で対応している。第 1 期間は、「平成 21 年度第 2

次補正予算(2010 年 1 月 28 日成立)」において 1,000 億円を計上し、「平成 22 年度経済危機

対応・地域活性化予備費（2010 年 9 月 24 日閣議決定）」において 1,412 億円が計上された。

その後、対象を拡大し「平成 22 年度補正予算（2010 年 11 月 26 日成立）」において 30 億

が計上された。第 2 期間は、復興支援を目的とした「復興支援・住宅エコポイント」とし

て再開され、「平成 23 年度第 3 次補正予算（2011 年 11 月 21 日成立）」で、1,446 億円を

計上した。 

住宅エコポイントの監督省は、国土交通省(国交省)、と環境省であり、経済産業省(経産

省)が協力にあたっている。実際の窓口対応や申請手続き等は、「住宅エコポイント事務局」

が設置され、そこで執りおこなわれている。 

住宅エコポイントの申請方法は、新築とリフォームにわかれており、それぞれ戸別申請

と一括申請の 2 種類がある。戸別申請は、家主が直接申請もしくは工務店などによる代理

申請である。一括申請は、マンションや建売など複数戸の事業主が申請するものである。 

対象の住宅は、新築やリフォームといった工事種別も、持家や借家といった所有形態を

問わない。かつ戸建住宅や共同住宅などの建て方も問わず、対象要件に合致しかつ申請し

たすべての住宅が対象となる。 

                                                   
14 工務店では、エコポイントを取得することを前提に先取り工事もおこなわれている。よ

って、実態は追加工事を発注するのではなく契約時に契約金額を値引く形で運用されてい

た例もある。 
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新築の対象要件は、①省エネ法に定めるトップランナー基準相当の住宅、②省エネ法の

平成 11 年基準（＝次世代省エネ基準）を満たす木造である。2011 年からは太陽熱利用シス

テムの設置についても追加で住宅エコポイントの交付がはじまるが、単独での申請はでき

ず、新築の対象条件である①もしくは②の工事に付随していることが前提となる。 

リフォームの対象要件は、①窓の断熱改修、②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修、③

バリアフリー改修であったが、2010 年からは④太陽熱利用システムの設置、⑤節水型トイ

レの設置、⑥高断熱浴槽の設置が要件に加わった。さらに、2011 年の復興支援住宅エコポ

イントからは、⑦リフォーム瑕疵保険への加入、⑧耐震改修15も要件に加わった。 

住宅エコポイントの対象期間は、大きく 2 期間に分類できる（図表 12）。第 1 期間は、新

築は 2009 年 12 月 8 日から 2010 年 7 月 31 日までに着工、リフォームは 2010 年 1 月 1 日

から同年 7 月 31 日まで着手したものが対象となった。当初の期間は、新築とリフォーム共

に 2010 年 12 月 31 日までであったが、予算が終了したために同年 7 月 31 日で終了した。

第 2 期間は、 新築は 2011 年 10 月 21 日から 2012 年 10 月 31 日までに着工、リフォーム

は 2011 年 11 月 21 日から 2012 年 10 月 31 日まで着手したものが対象となった。 

住宅エコポイントの申請は、対象期間と異なり施工期間の長さに応じて期間が設定され

ている。例えば、表１にあるように新築の戸建ての場合は第 1 期間であれば 2012 年 6 月

30 日まで申請ができた。同様に、新築の共同住宅で 10 階以下の場合は、同年 12 月 31 日

まで申請することができた。11 階以上の場合は、施工期間が長いこともあり 2013 年 12 月

31 日まで申請することができた。 

 

図表 12：住宅エコポイント対象期間と申請期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅エコポイントの目標は、住宅の断熱性能を向上させ省エネ住宅の普及にある。新築

の場合は省エネ基準を超えることが条件となっているが、リフォームの場合はバリアフリ

ー工事なども含めており助成対象の範囲は広い。この制度は、そもそも景気対策として 2009

                                                   
15 窓の断熱改修もしくは外壁、屋根・天井又は床の断熱改修と共におこなわれ、かつ旧耐

震性能（1981 年以前の建築）の住宅でのリフォーム工事が対象となる。 

対象期間 2009年
12月 1月 7月 10月 11月 10月

新築 8日 31日 21日 31日

着工 着工
戸建 申請2012年6月30日まで 申請2013年4月30日まで
10階以下 申請2012年12月31日まで 申請2013年10月31日まで
11階以上 申請2013年12月31日まで 申請2014年10月31日まで
リフォーム 1日 31日 21日 31日

着手 着手
申請2012年3月31日まで 申請2013年1月31日まで

2010年 2011年 2012年
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年度第 2 次補正予算で 1,000 億円が計上されたという経緯があり、リフォームに関しては、

省エネ住宅普及に直接的に効果のある断熱改修だけに助成されていない。その後の第 2 期

間では復興支援の要素も加わり、リフォームのポイント対象範囲は、上述のように節水型

トイレなどの設備に加えて、リフォーム瑕疵保険の加入などにも広がった。 

 

５－２． 住宅エコポイントの申請実績 

住宅エコポイントの発行状況は、国交省から毎月発表される「住宅エコポイントの実施

状況」で確認できる。発行される住宅エコポイントの工事種別の戸数は、図 13 にあるよう

に当初はリフォームが圧倒的に多かったものの、時間が経過するにつれ工事期間が長い新

築での申請が増加した。これは単に工期のずれの問題だけでなく、新築においては助成の

対象要件に達しやすいことが要因として考えられる。新築対象要件①にしても②にしても、

建物の外皮の工事であるため、新築の場合はあらかじめ計画して取り組むことができ、住

宅エコポイントが付与されるのならば、そのために上昇する工事費を押さえることができ

るため受け入れが容易だったと推測できる。 

 

図表 13：住宅エコポイント利用の工事種別件数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国交省「住宅エコポイントの実施状況」 

 

 

1 件当たりの住宅エコポイントの支給は、制度が始まった当初において、新築では上限の

30 万円を申請し支給されている。その後、太陽熱地利用システムの設置に対して 20,000

ポイント上乗せが発生する一方で、支給ポイントは 15 万円が上限とされたため、支給金額

が減少する。但し、被災地16にある住宅に関しては上限 30 万円が継続して支給されている

（図表 14）。リフォームに関しては、制度の初期から一貫して上限 30 万円が支給されるに

もかかわらず、2009 年度末では平均 3.95 万円と少額である。その後、徐々に対象要件の範

                                                   
16 「東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律」に定める「特

定被災区域」を指す。 
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囲が広がったこともあり 2012 年度末には平均 7.63 万円となるが、新築と比べ申請金額が

低いことが特徴である。 

 

図表 14：住宅エコポイント支給額の推移 

 

出所：国交省「住宅エコポイントの実施状況」 

 

 

リフォームの申請金額が低い理由は、図 15 にあるように窓の断熱改修が大半であるから

である。藤澤（2012）でも指摘されているように躯体の断熱改修は多くなく、その理由は

工事の困難さによる。すなわち、窓の断熱改修は比較的簡単であるが、躯体の断熱性能改

修は壁を取り崩すなど大規模となり消費者にとっては費用が高くなる点、一時的に引越し

などの不便を伴う点、住宅構造によっては断熱改修工事の制約を受けるなどにより敬遠さ

れている。リフォームによる全室断熱改修は断熱性能の向上に大きく貢献し、CO2 削減効

果も大きいことがわかっている。特に築年の古い住宅は断熱性能が低いことから、その効

果がより一段と大きいが、住宅エコポイントでは大規模な断熱改修を誘導することができ

なかった。 

リフォームの工事の内訳をみると、第 1 期間では住宅エコポイントの対象要件が、窓の

断熱と躯体の断熱、バリアフリー対応に限られていたこともあり窓の断熱でポイントを申

請するケースが多くみられた。その後節水型トイレや高断熱浴槽への交換が対象要件とな

ると、リフォーム工事は風呂などを中心とした水周りの工事が多いことから、相対的に窓

の断熱改修が減少している。 
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図表 15：リフォーム工事の内訳比率 

 

出所：国交省「住宅エコポイントの実施状況」 

 

 

５－３．エネルギー表示と消費者行動 

 住宅のエネルギーに関する等級評価や住宅エコポイントのように断熱性能が補助金受給

の要件であった場合、消費者はその性能に対して、どのように評価して行動するかをイン

ターネットアンケートで確認した。 

 対象者は、住宅エコポイントを利用した 1,007 名である。このサンプルは、インターネ

ットアンケート会社に予めモニターとして登録し、住宅エコポイントを利用したと予備調

査で申請したモニターを対象に、新築とリフォームサンプルのそれぞれに分けて把握して

から、1,254 名に対して本調査をおこなった。予め 1,000 のサンプル回収を設定して、有効

回答者数が 1,000 以上に達した時点でアンケート調査を終了する方法を採用した。 

 アンケートの期間は、予備調査が 2014 年 2 月 4 日から 2 月 6 日の 3 日間、本調査が 2014

年 2 月 8 日から 2 月 10 日の 3 日間である。 

 アンケートに回答したサンプルの属性は、図表 16～22 のとおりである。新築で住宅エコ

ポイントを利用した人の割合が若干多く 507 名（50.3％）、リフォームでの利用は 500 名

（49.7％）である（図表 16）。男女の比は、59.7 対 40.3 でやや男性が多い（図表 17）。年

齢帯は、20 代が 2.7％と少なく、30 代・40 代が 27.2％・27.2％と中心を占めている（図表

18）。これを新築とリフォーム別に見ると、新築では 30 代が 42.8％と最も多く、リフォー

ムでは 60 代が 32％と最も多い年齢帯である。未婚者は 9.8％と少なく、大半の 87％が既婚

者である（図表 19）。子供との同居は、36.8％は無、1 人以上が 63.2％である（図表 20）。 

 

 

 

92.1%

78.3%

57.3%
40.6%

4.1%

3.4%
2.9%

7.9%
16.8%

19.2%
15.8%

0.5%

10.4%
9.4%

0.3%
9.6% 9.7%

0.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009年度末 2010年度末 2011年度末 2012年度末

リフォーム瑕疵保険への加入

高断熱浴槽の設置

節水トイレの設置

太陽熱利用システムの設置

バリアフリー改修

外壁,屋根・天井or床の断熱改修

窓の断熱改修



24 

 

図表 16：新築とリフォーム比率 

 

 

図表 17：回答者の男女比 

 

 

図表 18：回答者年代 

 

 

図表 19：回答者の未既婚状況 
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図表 20：回答者と同居の子供の数 

 

 

 

 新築の回答者の 7 割超が、自由に建材等が選択できる新築注文住宅である（図表 21）。続

いて、建売住宅の新築購入者が 16.6％と多い。リフォームの回答者の 59％も現住居を新築

注文住宅で取得していることがわかった（図表 22）。 

 

図表 21：新築回答者の住居形態 

 

図表 22：リフォーム回答者の住居形態 

 

 

 

 なぜ、住宅エコポイントを付与されたのかを多くの人は理解しており、わからないと回

答したのは、新築で 12.8％、リフォームで 3％である（図表 23）。新築でわからない人が多

いのは、自身が建材の選択を選べない建売やマンションの購入者が含まれているからと推
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察できる。 

 

図表 23：住宅エコポイント取得理由の理解度 

 

  

 

住宅エコポイントを取得した理由は、新築では断熱性能が高い住宅である点が最も多く

72％が理解している。リフォームでは、窓の断熱工事による取得が最も多く 74％である（図

表 24）。この結果は、国交省「住宅エコポイントの実施状況」の結果とも一致するものであ

る。 

 

図表 24：住宅エコポイント取得理由 
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 アンケートでは、住宅エコポイントで行動が変化したか、意識が変化したかを確認した。

エコポイントは最大でも 30 万円であることから、住宅エコポイントの有無で住宅の購入や

リフォームの決定をしたわけではないが、意識に変化をもたらした効果が確認できた（図

表 25、26）。 

新築の 50.3％、リフォームの 73.2％が、住宅エコポイントを取得することによる意識の

変化があったとしている（図表 26）。リフォームの方が、変化を実感している比率が高い。

具体的な変化の内容の質問に対しても、質問すべてにおいてリフォームの方が高い回答を

得ている（図表 27、28）。 

 

図表 25：住宅エコポイントの有無で行動に変化有無 

 

図表 26：住宅エコポイントによる意識の変化有無 

 

 

  

住宅エコポイントをきっかけに省エネを考えるようになったことが、新築でもリフォー

ムでも高い回答を得ている。住宅エコポイントの付与条件を考えながら、省エネの重要性

を確認したと思われ、断熱性能が理解できたと回答した人も、新築で 17.8％、リフォーム

で 28.8％いる（図表 27）。 

 

 

 

 

 

87.0 

68.2 

13.0 

31.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新築

n＝507

リフォーム

n＝500

変わらなかった 変わった

50.3 

73.2 

49.7 

26.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新築

n＝507

リフォーム

n＝500

変化があった 特にない



28 

 

図表 27：住宅エコポイントによる意識の変化の内容 

 

 

 

 具体的に住宅の住環境が改善されたと思う回答者も多く、空気環境が快適になった、光

熱費が安くなった、快適になった、結露が減ったなどに効果を感じている。いずれも、新

築よりリフォームの方で高い回答を得ている（図表 28）。 

特に、リフォームでは結露に関する改善の認識が高いことがわかる。リフォームは、同

一住宅での住宅改善の為、比較が容易であり、実感しやすいことが理由と思料する。 

 

図表 28：住宅エコポイントによる変化の内容 

 

 

 

 

以上の様に、住宅エコポイントを利用することで、新築の 50.3％、リフォームの 73.2％

が意識の変化があったとしており、断熱性能が理解できたと回答した人も、新築で 17.8％、

リフォームで 28.8％いる。住宅エコポイントは、住宅の省エネルギーに関して考えるきっ

かけを与える効果があり、意識の変化をもたらしたと推察する。 
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６．まとめ 

  

本研究は、住宅のエネルギー消費量の表示にどのような効果があるかを把握することで、

今後の既存住宅の省エネ誘導施策に関する議論に資することを目的に、調査分析をおこな

った。具体的には、住宅のエネルギー消費量の表示効果を、諸外国のエネルギー消費量の

表示事例に関して概観し、その結果を踏まえて、アンケート調査をおこなった。 

欧米では、エネルギー消費量を表示することが、不動産の価値を上げていることが検証

されている。また、Opower 社のレポートが、消費者の行動を変化させ、光熱費を減少さ

せていることが確認されている。イギリスでも、ナッジ・ユニットによる行動経済学に基

づいた表示の工夫がなされており、住宅のエネルギー消費量の表示の重要性が認識されて

いる。 

得られた知見を踏まえて、我が国に導入されたばかりの一次エネルギー消費量の算定と

表示について確認し、考察した。2013 年の省エネ基準改定に伴い、一次エネルギー消費量

の算定と表示が定められたものの、表示に関しては任意であり、一次エネルギー消費量を

分かりやすく示す建築研究所のフォーマットは一般化していない。さらに、一次エネルギ

ーの消費量の表示だけで、光熱費の表示とは連動していない。この点では、今後表示の仕

方の改定が求められるところである。 

一方で、一次エネルギーの消費量の表示に関しては、住宅間の比較購買や省エネの意識

づけを可能とするポテンシャルがある。一次エネルギー消費量の表示の効果について明ら

かにしたいところであるが、制度がスタートしたばかりで叶わない。そこで、住宅エコポ

イントの利用者を対象に、断熱性能などを意識した後に、行動や考え方に変化があったか

をインターネットアンケートを利用して調査した。住宅エコポイントの補助金の申請時に

は、断熱性能や省エネ改修に回答するかを確認する必要があることから、一次エネルギー

消費量の表示がなされた場合、同様の効果があると仮定して調査分析をおこなった。 

分析の結果、住宅エコポイントの取得前後で、環境に対する意識の変化や断熱性能への

理解が高まったとの効果があることが確認できた。特に、同じ住宅での省エネ改修のため

比較が容易であることからリフォームでの評価が、新築より高かった。一次エネルギー消

費量の表示がなされれば、省エネに関する理解が深まり、知識を取得するきっかけを提示

し、意識の変化をもたらす効果があるとの結果を得た。 

一次エネルギー消費量の表示はこれから実績を重ねていくが、EU などの事例に倣い、で

きれば売買や賃貸契約時に開示されることが望ましい。さらに、一次エネルギー消費量だ

けでなく、消費者に具体的に投げかける工夫、Opower 社のレポートのような工夫が求め

られるところである。このような議論が進行することで、省エネ住宅の普及の一役となる

ことが見込める。本研究は、エネルギー消費量を表示することの効果を明らかにすること

ができたが、更なる省エネ住宅普及を求めるには、建築関係者だけでなく広く社会全体で、

今後の議論が必要である。これらは、今後の課題とする。 
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